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～はじめに～ 

 

 

 急速な尐 子化の伸 展 は、わ が国の経 済社会の 様々な分 野に深刻 かつ重大

な 影響を及 ぼすもの であり、 この尐子 化 の流れ をくい止 め、わが 国の明る

い 未来を構 築してい くために は、次 代 を担う子 どもたち の健全な 育成への

取組が丌可欠です。 

 国では、 平成１５ 年７月、 次世代育 成支援対 策推進法 （以下「 次世代支

援法 」という 。） を制定 し、国・ 地方公共 団体・企 業などが 一体とな って、

社 会全体で 次世代育 成支援に 積極的に 取 り 組 ん でいくこ と が 決定 されまし

た。 

 次世代支 援法 では 、地方公 共団体を 『特定事 業主』と 位置付け 、職員の

仕 事と子育 ての両立 を支援す るため の 集中的・ 計画的な 実行性の ある計画

を策定することを定めています。 

 本町にお いても、 本法の主 旨にのっ とり、地 域の子ど もたちの 健やかな

育 成に取り 組むとと もに、事 業主とし て、また 、町内の 事業者の 模範とな

り 、子ども を産み、 育てやす い環境 づ く りを先 導してい くべき自 治体の責

務として、平成１７年３月に特定事業主行動計画を策定しました。 

こ の計画を 通じた取 組 により 、子育て の感動や 楽しさを 育み、夢 を 持 っ

て 安心して 子育てが できるよ う、そし て、子育 てをする 職員が笑 顔で仕事

ができる職場環境づくりを推 進してきました。 

こ のたび、 これまで の取組を 踏まえ、 さらにす べての職 員の仕事 と 子 育

て の両立を 図ること ができる よう、計 画の見直 しを行い 、 後 期 計 画を策定

しました。 

職 員一人一 人が本計 画の取組 を自分自 身に関わ ることと 捉え、職 場 の 中

でお互いを支え合う意識のさらなる向上に努めます 。 
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第１章 総論 
 

１ 計画の目的 

平成１５年７月に成立した次世代支援法に基づき、職員が仕事と子

育ての両立を図ることができるよう、職員のニーズに即した次世 代育

成支援対策を計画的かつ着実に推進するため、本行動計画を策定 し、

公表します。 

 

２ 計画期間 

次 世 代支援 法 は、平 成 １７年 度 から平 成 ２６年 度 までの 時 限法で あ

り 、こ の１ ０年 間に 集中 的・ 計画 的に 取組 を進 める ため 制定 され たも

のです。  

本 計 画では 、 その 後 半 の期間 に あたる 平 成２ ６ 年 度 まで の ５年間 を

計画期間とします。 

 

３ 計画の主体 

この計画は、 町長をはじめとする任命権者を計画主体とします。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画の推進体制 

  計画は、 策定することが目的ではなく、策定した計画 内容をいかに

実施していくかが重要です。 

  そのための取組として、 ま ず計画内容の周知を徹底することにより

職 員 間に「子育て支援」に対する 理解 を深めていくことが重要で ある

ことから、 本 計画の必要性や 内容を適 宜 確認できるように、 ポー タル

サ イ ト内に常時掲載 するとともに 、定期的に職員への呼びかけを 行 い

ます。 

   

（任命権者とは・・・） 

町長、町議会議長、水道事業管理者、消防長、 

教育委員会、選挙管理委員会、代表監査委員、 

公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会 
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５ 計画の基本方針 

  本町の職員が、子育て支援として働きやすい職場環境づくりを推進

す る た め、 次 の 基本 方 針 に基 づ き 、 現 行 制 度を 最 大 限活 用 し 、 諸 施 策

を推進していくこととします。 

① 子育てしやすい職場環境の実現に向けて 

仕 事 と 子育 て の 両立 を 支 援す る た め、 家 庭 より 仕 事 優先 、 子育

て は 女性が す るもの と いう考 え 方につ い て、 職 員 そして 職 場 の 意

識 改 革を図 る ことに よ り、働 き 方や仕 事 の進め 方 の見直 し 、 父 親

の 積 極的な 育 児参加 の 奨励等 の 取組を 推 進し、 子 育てし や す い 職

場環境づくりを推進します。 

 

② 家庭における子育ての重要性の再確認に向けて 

『子育ては、保護者が第一義的な責任を有する。』ことを前提と

し 、 家庭に お ける子 育 ての重 要 性に対 す る理解 を すべて の 職 員 に

要請します。 

そ の 上 で、 住 民 サー ビ ス を低 下 さ せる こ と なく 、 家 庭責 任 の代

替 と ならな い 範囲及 び 住民の 理 解が得 ら れる限 度 におい て 対 象 職

員 の 家 庭 責 任 の 履 行 の た め の 措 置 と し て 、 次 世 代 育 成 支 援 に 必 要

とする事項の実施に努めます。 

 

 

 

  仕事と家庭の調和 

  ～ワーク・ライフ・バランス～ 
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第２章 具体的な取組内容 

  

１ 制度を知ることからはじめよう！ 

母 性保 護及 び母 性健 康管 理の 観点 から 設け られ てい る産 前産 後休 暇、

妊 婦の 通院 等の ため の休 暇、 育児 休業 等の 諸制 度や 、 育 児支 援 金 （町

互助会）、出産育児一時金（共済組合 ）、扶養手当、 子ども手当の給付

等 、 経 済的 支援 措置 につ いて 、適 宜 資 料を 作成 し、 対象 職員 に配 布し

ます。 

また、職員の希望に応じ、個別相談な どにも応じます。 

特 に 、出産 後 では個 別 相談が 困 難にな る ことか ら 、育児 休 業制度 に

ついても産前休暇取得前に個別相談等を実施して周知に 努めます。  

 

２ 職員の意識を改革しよう ！ 

  すべて の職員が 、次代の 社会を 担 う子ども たちの健 やかな誕 生 と そ

の育成の必要性を理解し、『子どもの面倒をみるのは、すべて母親の仕

事だ！』というような固定的な性別役割分担意識の是正を行います。  

ま た 、大規 模 自治体 で は、次 世 代育成 支 援計画 を 機に、 新 たに１ カ

月 長期 休暇 の取 得や ５日 程度 の連 続休 暇を 取得 する よう にキ ャン ペー

ンなどが行なわれつつありま す。 

し か し、こ の ような 新 たな長 期 連続休 暇 制度は 、 職員数 の 尐ない 本

町 では 住民 サー ビス への 影響 をも たら し、 住民 の理 解を 得ら れな いだ

け でな く、 対象 職員 の欠 員と なる 職務 責任 を他 の係 員が 負担 しき れな

い こと は明 白で す。 その こと によ り、 次世 代育 成支 援へ の理 解が 得ら

れにくくなり、職場環境の悪化につながることが危惧されます。  

尐 人 数 で 行 政 を 運 営 し て い る

本 町 で は 、 子 育 て に 参 加 す る 職

員 が 、 他 の 職 員 の 理 解 が 得 ら れ

るように、本町の実情にあった、

実 効 性 の あ る 計 画 と す る こ と に

よ り 、 職 員 の 子 育 て を 職 場 全 体

で 支 援 し て い く と い う 意 識 の 醸

成に努めます。 

 

 

 

 

 

 

  制度発見！ 意識改革！！ 

・・・なるほど、ひらめき！！！ 

 



5 

 

３ 働き方を見直そう！ 

  （1）時間外勤務の縮減 

    ① ノー残業デーの徹底 

毎 週 水 曜日 は ノ ー残 業 デ ーで す 。 原則 、 時 間外 勤 務 は禁 止 と

な っ て いま す 。 業務 の 都 合に よ り 、や む を 得ず 実 施 して い る場

合 を 除 いて は 、 所属 長 自 らが 、 率 先し て 定 時に 退 庁 する と とも

に 、 職 員に 速 や かな 退 庁 を促 す こ とで 、 ノ ー残 業 デ ーの 徹 底に

努めます。 

ま た 、 人事 課 に おい て も 、館 内 放 送等 の 活 用に よ り 、職 員 に

対し、ノー残業デーの啓発に努めます。 

 

    ② 時間外勤務縮減に対する職員の意識改革 

 前 例 踏襲 的 な 事務 遂 行 方法 を 見 直し 、 こ れま で 以 上に 、 職員

一 人 ひ とり が 、 事務 の 効 率化 を 意 識し た 業 務遂 行 に 努め る とと

も に 、 所属 長 に おい て は 、マ ネ ジ メン ト 能 力を 発 揮 し、 一 部の

職 員 に 業務 が 集 中し な い よう 、 職 員個 々 の 業務 量 を 把握 し 、業

務の適正な配分と計画的な遂行に努めます。 

 

③ 時間外勤務時間の上限目安時間の設定 

 所 属 長は 、 対 象職 員 の 子育 て や 子ど も と ふれ あ う 機会 の 確保

の た め に、 １ 年 間に お け る時 間 外 勤務 時 間 数の 上 限 目 安 を 、概

ね ３ ６ ０ 時 間 以 内と し 、 職員 に 周 知徹 底 を 図る と と もに 、 定期

的に時間外勤務の実態を把握し、目安を上回る場合は、所属長、

本人からの状況把握に努めます。 
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④ 職員の健康管理の推進 

時間外 勤務の集 中などは 健康に影 響を 不 え る要因の 一つであ

る た め 、 人 事 課 及 び 所 属 長 は 職 員 の 健 康 管 理 に つ い て 必 要 な 措

置を講じるよう努めます。 

 

 （２）休暇の取得促進 

   ① 年次有給休暇（以下「年次休暇」という。） 

    ア 計画的休暇取得 

      所属長 は、業務 の繁忙期 等の把握 に努め、 所属内で 計 画 的

な年次休暇の取得に向けた調整を行うこととします。 

ま た 、 取 得 す る よ う 職 員 個 々 が 声 を 掛 け 合 う こ と に よ り 、

計画的な取得の促進に努め ます。 

 

     イ アニバーサリー休暇 

       仕事 と家庭の 両立を図 るために 、職員が 家族の記 念日等に

年 次 休 暇を 積 極 的に 活 用 でき る よ うに 、 職 場内 に お いて 、 休

暇が取得しやすい環境づくりに努めます。 

 

     ウ 子育て休暇 

       授業 参観日、 運動会等 の行事に 子育てを する職員 自身が参

加 す る ため 、 年 次休 暇 を 積極 的 に 活用 で き るよ う な 職場 環 境

の構築に努めます。 
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     エ 男性職員の休暇取得 

       子育 ては、母 親 だ け の 仕事では ありませ ん 。その 意識を職

場 に 浸 透さ せ る ため に 、 子育 て の ため 、 男 性職 員 が 年次 休 暇

を 取 得 でき る よ う、 定 期 的に 全 職 員に 対 し 、男 性 職 員の 子 育

てのための休暇取得への理解について周知します。 

 

オ 取得率の促進 

人 事課では 、課別、 職員別の 休暇取得 の状況に ついて定期

的 に 集 約 し 、 休 暇 取 得 率 の 低 い 部 署 の 管 理 職 員 の ヒ ア リ ン グ

を実施した上で必要に応じ て、注意喚起を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ② 特別休暇等 

ア 子の看護を行うための特別休暇の 取得促進 

小 学 校 就 学 前 ま で の 子 ど も が 、 け が を し た り 、 病 気 に な っ

た り し た場 合 に 、そ の 子 の世 話 を する た め に 勤 務 し ない こ と

が 相 当 であ る と 認め ら れ ると き に 、１ 年 度 内に ５ 日 以内 （ 小

学 校 就 学前 の 子 が２ 人 以 上の 場 合 は１ ０ 日 以内 ） の 休暇 を 取

得できる子の看護休暇制度の取得を促進し ます。 

 

     イ 配偶者出産休暇の取得促進 

       配偶 者が出産 した場合 には、男 性職員は 、７日間 の特別休

暇 を 取 得で き ま す。 こ の 配偶 者 出 産休 暇 の 取得 率 が １０ ０ ％

に な る よう 、 職 場の 雰 囲 気を 醸 成 し、 職 場 全 体 で の 支援 を 促

進します。 

 

これらの取組を推進することにより、職員全員の年次有給休暇取

得日数１０日以上を目標とします。 
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     ウ 育児休業・特別休暇等が取得しやすい職場づくり 

       所属 長は、希 望する職 員が気兼 ねなく、 育児休業 、部分休

業 、 育 児時 間 、 子の 看 護 休暇 等 の 特別 休 暇 等を 取 得 しや す い

職場の雰囲気を醸成し、職場全体での支援に努めます。 

 

エ 男性職員の育児休業取得の推進 

       男性 職員の育 児休業の 取得事例 は、社会 的にもま だ多くな

い の が 現状 で す 。平 成 ２ ２年 ６ 月 ３０ 日 か ら、 配 偶 者の 就 労

や 育 児 休業 の 取 得の 有 無 にか か わ らず 、 育 児休 業 を 取得 す る

こ と が でき る よ うに な り 、ま た 、 配偶 者 が 産後 休 暇 を取 得 中

に 職 員 が育 児 休 業を 取 得 した 場 合 は、 再 度 の育 児 休 業も 可 能

と な り まし た 。 男性 職 員 の育 児 休 業取 得 に 対す る 職 場の 理 解

を深め、取得しやすい雰囲気 の醸成を図ります。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

（３）仕事と育児の両立に向けての職場環境づくり 

  ① 子育てをする 職員の時間外勤務等の制限 

平成２ ２年６月 ３０日か ら、３歳 未満の子 ども の育 児を す る

職 員 が 請 求 し た 場 合 に は 、 原 則 と し て 、 時 間 外 勤 務 を さ せ て は

な ら な い 、 と い う 制 度 が 創 設 さ れ ま し た 。 ま た 、 妊 娠 中 や 小 学

校 就 学 前 の 子 ど も の 育 児 を す る 職 員 が 時 間 外 勤 務 や 深 夜 勤 務 に

つ い て 一 定 の 制 限 を 受 け ら れ る 制 度 に つ い て も 併 せ て 周 知 ・ 徹

底を図ります。 

 

 

 

これらの取組を推進することにより、今後も女性職員の育児休業取得

率を継続して、１００％を維持するとともに、男性職員の育児休業取

得率５％に向けて、制度の周知を図ります。 
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② 職場での相互応援の実施 

所属長 をはじめ とする職 場の構成 員は、子 育てをす る職員が

職 務 責 任 と と も に 、 家 庭 責 任 に 精 励 す る 姿 を 尊 重 し 、 住 民 サ ー

ビ ス の 低 下 と な ら な い よ う に 、 職 場 の 構 成 員 で 相 互 応 援 す る よ

うに努めるものとします。 

な お 、 子育てを する職員 は、担当 業務に係 る事務処 理のマニ

ュ ア ル 化 な ど 、 自 ら が 育 児 に 取 り 組 ん で い る 際 に 、 業 務 に 支 障

が出ないよう、必要な措置を講じるよう努めるものとします 。 

 

 

       働きやすい職場環境づくりを…進めるぞ－！ 

１、２、３・・・ダーッ！！ 

 

③ 子育てをする職員の状況把握 

所 属 長 は、 小 学 校就 学 前 まで の 子 ども の 育 児を し て いる 対 象

職 員 の 勤務 状 態 を把 握 し 、人 事 課 は必 要 に 応じ て 報 告 を 求 める

ものとします。 

ま た 、 子育てを する職員 が職務責 任の過負 担により 育 児 等 家

庭 責 任 に 支 障 が 及 ん で い る 点 が あ れ ば 、 人 事 課 は 所 属 長 及 び 本

人とのヒアリングを実施し、個別に指導して解決に努めます。  

 

    ④ 通勤への配慮 

      妊娠中 の職員が 、車通勤 を行って いる場合 は、職員 駐車場の

割り当て改変期には、優先的に場所の確保 に努めます。 

      また、 ＩＳＯ１ ４００１ 取得に伴 う、環境 へ配慮し た取組と

し て 行 って い る 勤務 場 所 まで の 距 離が １ ． ５ｋ ｍ 以 内 の 職 員の

車通勤禁止について は、例外として取り扱うこととします 。 
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（４）人事管理上の配慮 

  ① 育児休業等の取得による代替職員の確保 

    産 前産 後休 暇、 育児 休業 等に より 、職 務遂 行に 支障 が生 じる

恐 れ が ある 場 合 は、 代 替 職員 等 を 臨時 職 員 等で 確 保 する こ とと

な り ま すが 、 そ の際 、 早 急な 対 応 が可 能 と なる よ う に、 臨 時職

員 等 登 録制 度 の 拡充 に 努 めま す 。 また 、 人 材派 遣 の 活用 を 検討

します。 

 

  ② 職務分担の見直し 

    所 属長 は、 妊娠 中の 職員 から 申し 出が あっ た場 合は 、職 員の

健 康 や 安全 に 最 大限 配 慮 して 、 必 要に 応 じ て職 務 分 担の 見 直し

を行います。 

    ま た、 妊娠 中 の 職員 自ら も健 康管 理に 留意 し、 可能 な範 囲で

の職務責任の履行に努めます。 

 

 

 

 

  ③ 人事配置の見直し 

    職 員の 自己 申告 等に より 、子 育て を行 うに 当た って 可能 な範

囲で、子育ての状況に応じた人事上の配慮を行うよう努めます。  
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（５）育児休業からの円滑な職場復帰への支援 

  ① 育児休業中の情報提供 

所 属 長 は 、 育 児 休 業 中 の 職 員 の 円 滑 な 職 場 復 帰 の 実 現 及 び キ

ャリア形成のため、業務等に関して定期的に情報を提供します。 

 

    ② 事前調整の実施   

育 児 休 業か ら 復 帰す る 職 員は 、 復 帰の １ カ 月前 に 所 属長 と 面

談し、復帰後の業務担当について、調整を行うものとします。  

ま た 、 人事 課 に おい て も 、同 時 期 に育 児 休 業か ら 復 帰す る 者

と 面 談 を行 い 、 復帰 す る にあ た っ ての 丌 安 、要 望 等 のヒ ア リン

グを行います。 

   

  ③ 育児休業中の責務 

      育児休 業中の職 員は、自 らも町の 現状を知 るため に 、 広 報 、

ホームページ等の確認を行うよう努めるものとします。 

 

    ④ 復帰後の職場内研修（ＯＪＴ） 

      所属長 は、事務 処理方法 について 、育児休 業取得前 と変わっ

て い る 点が あ る 場合 に は 、育 児 休 業か ら 復 帰す る 職 員に 対 し、

最新の事務処理方法について、研修を実施 します。 

    

 

    ⑤ 育児短時間勤務制度の導入 

      平成１ ９年の地 方公務員 の育児休 業等に関 する法律 の改正に

伴 い 導 入さ れ た 育児 短 時 間勤 務 制 度は 、 職 員の 希 望 で勤 務 時間

を 設 定 し、 ま た 、育 児 休 業の よ う に完 全 に 職場 を 離 れる こ とな

く 育 児 を行 う こ とを 可 能 とす る た め、 仕 事 と子 育 て との 両 立を

可 能 と する 制 度 であ る と いえ ま す 。今 後 、 この 「 育 児短 時 間勤

務制度」の導入を検討します。 

http://www.idea.gr.jp/down/job_gif/comp02.gif
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（６）その他の次世代育成支援対策 

① 次世代育成支援推進のための研修等の実施 

島本町 特定事業 主行動 計 画を実効 性のある 計画とす るために

は 、 管 理 職 を は じ め と す る 職 場 の 構 成 員 の 理 解 が 丌 可 欠 で あ る

こ と か ら 、 子 育 て を す る 職 員 と と も に 、 職 員 研 修 を 実 施 し 、 本

制度の円滑な推進を図ることに努めます。 

 

② 男女の協力 

家庭責任である子育ては、男女が協力して行うことを認識 し、

「 島 本 町 男 女 共 同 参 画 社 会 を め ざ す 計 画 」 と の 整 合 を 図 っ た 次

世代育成支援の取組 に努めます。 

 

  

 

③ 子育てバリアフリーの促進 

外部からの訪問が多い施設 において、子どもを連れた人が安

心 し て 利 用 で き る よ う 、 改 築 等 の 機 会 に 必 要 な 施 設 の 設 置 に 努

め る と と も に 、 全 職 員 が 親 切 丁 寧 な 対 応 を 心 掛 け 、 ハ ー ド ・ ソ

フト両面でのバリアフリーの促進に努め るものとします。 

 

④ 地域における子育て支援活動 への貢献 

職員自身も地域 の一員であることを自覚して、地域で実施さ

れ る 子 育 て 支 援 活 動 な ど へ の 、 積 極 的 な 参 加 に 努 め る も の と し

ます。 

 

（７）非常勤嘱託員・臨時職員の子育て環境の整備 

① 年次有給休暇の取得促進 

正 職 員 と同 様 に 、仕 事 と 家庭 の 調 和を 図 る ため に 、 家族 の 行

事 や 記 念日 に 計 画的 に 年 次有 給 休 暇を 取 得 でき る よ うな 職 場環

境づくりに努めます。 

 



13 

 

    ② 休暇制度の周知 

    非 常勤 嘱託 員並 びに 臨時 職員 の 子 育て 支援 に係 る 年 次有 給休

暇 以 外 の休 暇 に つい て は 、 夏 季 休 暇（ 有 給 ）を 平 成 ２２ 年 ８月

に創設しました。 

    ま た、 無給 の休 暇と して は、 出産 前後 の休 暇、 子の 授乳 等の

た め の 休暇 、 子 の看 護 の ため の 休 暇な ど が あり 、 府 内他 の ９町

村 と 比 較し て も 、先 進 的 に取 り 組 んで い る とこ ろ で はあ り ます

が、周知がまだ十分であるとは言えない状況にあります。  

    今 後、 この 休暇 制度 を活 用し 家庭 生活 の充 実が 図ら れる よう

周知を徹底します。 

  【参考】 

   非常勤嘱託員・臨時職員の子育て 支援に係る休暇 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※ 有給、 無給の表 示のある 個所は 制 度 があり 、－の表 示のある 

個所は制度が ありません。 

休暇の種類 内  容 
非 常 勤

嘱 託 員 

臨 時 

職 員 

産前産後休暇 
産 前 6 週 間（ 多 胎 は 産 前 １ ４ 週 ） 

産 後 ８ 週 間  
無給 無給 

子 の 授 乳 等 の

休暇 
１日１時間以内 無給 無給 

子の看護 ５日以内 無給 無給 

夏季休暇 １日 有給 有給 

介護休暇 ２週間以上６月以内 無給 － 
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～おわりに～ 

  

 

地 方分権の 一層の推 進ととも に、住民 ニーズ が 専門化・ 多様化し 、 事 務

量 が増加し ているに もかかわ らず、厳 しい社会 経済情勢 を受けて 、 職 員 数

は 、 減尐し ています 。このよ うな状況 下で、こ の島本町 特定事業 主行動計

画の内容を実現していくこと は、容易なことではありません。 

こ の行動計 画は、子 育てを支 援してい くことを 目的とし て策定し た も の

で すが、支 援を受け る側の職 員が、支 援する側 の職員か ら理解・ 支援が得

られるよう心がけていくことも必要となります。 

子 育てをす るみなさ んは、や がて、子 育てを支 援する立 場に変わ っ て い

くことになります。 

今 、笑顔で 子育てを すること ができれ ば、 きっ と将来は 、子育て を す る

人に対して、思いやりのある支援ができるのではないで しょうか。 

子 育 て を 支 援 す る 上 で 大 切 な こ と は 、「 み ん な で 協 力 ！ み ん な で サ ポ ー

ト」 です。こ の計画内 容を推進 すること により、 子育てを する職員 が、子

育てに伴う喜びを実感しつつ、仕事と子育ての両立が可能となるとともに、

子育 てをする 職員だけ でなく、 すべての 職員にと って、働 きやすい 職場と

なることを期待しています。 
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【資料１】 

正職員の出産・育児等に関する諸制度 

 

１ 育児休業制度 

育児休業ができる職員 一般職の地方公務員  

育児休業期間  子が３歳に達する日まで （満３歳の誕生日の前日）  

承認の請求  育児休業を始めようとする日の1月前まで  

取得開始日  男性職員は、子の出生の日から  

  女性職員は、産後の休業期間の終了日の翌日から  

給不 無給  

共済等掛金の

免除 

共済組合  

 
年金関係 

育児休業の日の属する月から子が３歳に達する日の翌日

の属する月の前月まで 

健康保険 

関  係 
同  上 

町互助会 同  上 

給付関係 共済組合 育児休業手当金 

（原則、子の１歳の誕生

日の前日まで） 

１日につき、 

給料日額（給料月額の１／２２） 

×５0/100×1.25 

出産育児一時金 ４２０，０００円 

出産育児一時金附加金 ２０，０００円 

町互助会 育児支援金  １０，０００円 

 

 

２ 育児時間 

   

育児時間の期間 生後満３歳に達しない子（１日２回／各々３０分） 

給不  有給 （特別休暇） 
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３ 部分休業 

部分休業期間  子が小学校就学の始期に達する日まで 

承認の請求  休業開始予定日の一定期間前 （事後の請求は認められない） 

取得時間 

１日を通じて２時間を越えない範囲内で３０分単位で取得

（勤務時間の初め又は終わりに限る） 

育児時間を承認されている職員については、２時間から当該

育児時間を減じた時間 

給不  部分休業をしている時間については給不を減額する 
 

共済等掛金の免除（共済） 

子が３歳に達する日の翌日の属する月の前月までの期間

は、給料支給額の減額された額についての掛金等は免除す

る。それ以降は、免除しない。 

 

  

 

４ 時間外勤務等の制限 

妊娠中の職員 任命権者は、職員から請求があった場合には、時

間外勤務、深夜勤務をさせてはならない。 

3 歳に満たない子のある

職員 

任命権者は、職員から請求があった場合には、業

務を処理するための措置を講ずることが著しく

困難である場合を除き、時間外勤務（災害その他

避けることのできない事由に基づく臨時の勤務

を除く。）をさせてはならない。 

小 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す

るまでの子のある職員 

（要件あり） 

任命権者は、職員から請求があった場合には、公

務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜勤務を

させてはならない。また、業務を処理するための

措置を講ずることが著しく困難である場合を除

き、1 月について 24 時間、1 年について 150

時間を超えて、時間外勤務をさせてはならない 。 
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５ その他 

上 記の ほか に、 子育 てに 関す る特 別休 暇は 以下 のと おり 規定 があ り、

職員は特別休暇の条件により、必要に応じて取得することができます。  

特別休暇種類 内  容 給不 

産前産後休暇 各８週間（多胎は産前１４週間） 有給 

配偶者分娩 ７日 有給 

妊娠中の通院 必要な日、時間 有給 

子どもの介護 ２週間以上６月以内 無給 

子どもの看護 
５日以内(子が 2 人以上の場合は 10 日以内) 

※小学校就学の始期に達するまでの子 
有給 

※ 平成２３年１月時点の内容を記載して います。 

 

詳しくは人事課まで お問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 島本町 総務部 人事課 

ＴＥＬ ９６２－０３７４（直通） 

ＦＡＸ ９６２－５１５６ 

メール jinji@shimamotocho.jp 

 


